
平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 （ 郵 便 を 出 す 日 ）  

 

○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目 ○ ○ 番 ○ ○ 号  

【 被 通 知 人 の 住 所 】  

【 被 通 知 人 の 氏 名 】 殿  

 

○ ○ 県 ○ ○ 市 ○ ○ 町 ○ 丁 目 ○ ○ 番 ○ ○ 号

【 通 知 人 の 住 所 】  

【 通 知 人 の 氏 名 】 ㊞  

 

通  知  書  

前 略 、貴 殿 と 私 の 結 婚 生 活 に つ き ま し て 、

貴 殿 は 十 分 に 配 偶 者（ 夫 も し く は 妻 と 記 載

し て も 可 ）と し て の 義 務 を 果 た し て お ら ず 、

私 と し て は こ れ 以 上 夫 婦 関 係 を 維 持 し て

い く 事 は 困 難 で あ る と 考 え 、本 書 を も っ て

協 議 離 婚 を 申 し 入 れ ま す 。  

な お 、離 婚 に あ た り 私 の 考 え る 基 本 的 条

件 は 以 下 の 通 り で す 。詳 細 及 び そ の 他 の 条

件 に つ い て は 、今 後 第 三 者 を 交 え た 協 議 の

過 程 で 決 定 し て い き た い と 思 い ま す 。  

草 々  

記  

財 産 分 与 に つ い て  

基 本 的 に は 、公 平 な 第 三 者 に よ り 夫 婦 の 全

財 産 を 鑑 定 し て も ら い 、そ の 二 分 の 一 の 額



を 請 求 さ せ て い た だ き ま す 。 た だ し 、 家 財

に つ い て は 、私 が 結 婚 に 際 し て 持 参 し た 家

財 道 具 は 、 全 て 私 の 特 有 財 産 で あ り 、 所 有

権 は 私 に 存 し て お り ま す の で 鑑 定 の 対 象

外 と さ せ て い た だ き ま す 。 移 動 、 処 分 の 方

法 が 協 議 に よ っ て 決 定 す る ま で 、善 良 な る

管 理 者 の 注 意 義 務 を も っ て 保 管 ，管 理 ね が

い ま す 。（ 詳 細 に つ い て は 協 議 の 過 程 で 決

定 し ま す ）  

慰 謝 料 に つ い て  

本 件 離 婚 の 主 た る 原 因 が 貴 殿 に あ る 以 上 、

金 ○ ○ ○ ○ 万 円 【 請 求 金 額 】 を 請 求 さ せ て

頂 き ま す 。（ 詳 細 に つ い て は 同 上 ）  

【 子 供 の 氏 名 】 の 親 権 に つ い て  

【 子 供 の 氏 名 】 の 親 権 者 は 私 （ も し く は 被

通 知 人 ） と さ せ て い た だ き ま す 。（ 詳 細 に

つ い て は 同 上 ）  

【 子 供 の 氏 名 】 の 養 育 費 に つ い て  

【 子 供 の 氏 名 】 が 成 人 に 達 す る ま で 、 １ ヶ

月 あ た り ○ ○ 万 円 【 請 求 金 額 】 の 養 育 費 を

毎 月 お 支 払 い い た だ き ま す 。（ 詳 細 に つ い

て は 同 上 ）  

そ の 他 の 事 項 に つ い て  

協 議 の 過 程 で 決 定 し ま す 。貴 殿 の 希 望 す る

協 議 事 項 が あ れ ば 、平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○

日 ま で に 私 宛 【 も し く は 代 理 人 等 の 住 所 ・



氏 名 】 に 文 書 で ご 提 出 下 さ い 。  

な お 、第 一 回 目 の 離 婚 協 議 を 第 三 者 立 会 い

の 上 、 平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 に 【 協 議 を

行 う 場 所 】 に て 行 い た い と 思 い ま す 。 日 程

及 び 場 所 に つ い て ご 意 見 が あ れ ば 、平 成 ○

○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 必 着 に て 、 私 【 も し く は

代 理 人 等 の 住 所 ・ 氏 名 】 宛 に 確 定 日 付 の あ

る 文 書 に て ご 提 出 く だ さ い 。上 記 文 書 の 提

出 が 無 い 場 合 は 、協 議 に 関 す る 申 入 れ に つ

い て 同 意 を い た だ い た と み な し ま す の で 、

そ の 際 は 必 ず 協 議 に ご 参 加 下 さ い 。  


